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みんなで支えあう 制度です
　 介護保険制度は、 わたし たち の住む東大阪市が運営し ています。 4 0 歳以上のみな

さ んが加入者（ 被保険者） と なっ て保険料を納め、介護が必要と なっ たと き には、サー

ビスを 利用でき るし く みと なっ ています。

　 介護サービ ス や介護予防など の事業の実施のために必要な費用を 被保険者・ 国・

都道府県・ 市区町村が次のよう な割合で負担し あう こ と で成り 立っ ています。

●…在宅サービス　 ◆…施設サービス　 ★…地域密着型サービス

P1 4 ～1 9 P2 0 ・ 2 1 P2 3 ～2 5

介護予防・ 日常生活支援総合事業 2 6

　 介護保険は、 本人や家族が抱えてき た介護の不安や負担を社会全体で支えあう

ためにつく ら れた制度です。

　 市民のみなさ んと 東大阪市、 サービス事業者などが一体と なっ て、 制度の更な

る充実に努め、 介護する人も 、 介護さ れる人も 、 住みなれた地域社会の中で安心

し て暮ら せるまちを築き まし ょ う 。

こ んな サービ ス があり ます！

●訪問介護／訪問型サービス

●訪問入浴介護

●訪問リ ハビリテーショ ン

●訪問看護

●居宅療養管理指導

●通所介護／通所型サービス

●通所リ ハビリテーショ ン

●短期入所生活介護

●短期入所療養介護
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P2 1

P2 3

P2 3

P2 3

P2 4

P2 4

P2 4

P2 5

P2 5

P2 5

●特定施設入居者生活介護

●福祉用具貸与

●特定福祉用具販売

●住宅改修費支給

◆介護老人福祉施設

◆介護老人保健施設

◆介護医療院

★認知症対応型共同生活介護

★地域密着型通所介護

★認知症対応型通所介護

★小規模多機能型居宅介護

★地域密着型介護老人福祉施設

★看護小規模多機能型居宅介護

★定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

★地域密着型特定施設入居者生活介護

★夜間対応型訪問介護

保険料
50%

公費
50%

国の負担金

2 5 ％

都道府県の
負担金

1 2 . 5 ％

市区町村の
負担金

1 2 . 5 ％

居宅給付費

保険料
50%

公費
50%

国の負担金

2 0 ％

都道府県の
負担金

1 7 .5 ％

市区町村の
負担金

1 2 .5 ％

施設等給付費

財源の半分が保険料です

介護予防・ 日常生活支援総合事業

包括的支援事業・
任意事業

標準給付費 地域支援事業費

※第1 号保険料、 第2 号保
険 料 の 割 合 は、 第9 期

（ 2 0 2 4 年～2 0 2 6 年）
の数値

※第1 号保険料、 第2 号保
険 料 の 割 合 は、 第9 期

（ 2 0 2 4 年～2 0 2 6 年）
の数値

う ち 5 ％程度が
調整交付金（ ）

※6 5 歳以上の人
　 （ 第1 号被保険者）

　 の保険料

　 2 3 ％

※6 5 歳以上の人
　 （ 第1 号被保険者）

　 の保険料

　 2 3 ％

※4 0 歳から 6 4 歳
　 までの人（ 第2 号
　 被保険者） の
　 保険料

　 2 7 ％

※4 0 歳から 6 4 歳
　 までの人（ 第2 号
　 被保険者） の
　 保険料

　 2 7 ％

※6 5 歳以上の人
　 （ 第1 号被保険者）

　 の保険料

　 2 3 ％

※4 0 歳から 6 4 歳までの人
　（ 第2 号被保険者）の保険料

　 2 7 ％

※6 5 歳以上の人
　 （ 第1 号被保険者）

　 の保険料

　 2 3 ％

※4 0 歳から 6 4 歳までの人
　（ 第2 号被保険者）の保険料

　 2 7 ％

う ち5 ％程度が
調整交付金（ ）

国

2 5 ％

都道府県

1 2 . 5 ％

市町村

1 2 .5 ％

※第2 号保険料

2 7 ％

※第1 号保険料

2 3 ％

国

3 8 .5 ％

都道府県

1 9 .2 5 ％

市町村

1 9 .2 5 ％

※第1 号保険料

2 3 ％

う ち5 ％程度が
調整交付金（ ）
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介護保険のし く み

介
護
保
険
の
し
く
み

介護保険について
　 介護保険制度は東大阪市が保険者と なっ て運営し ます。 4 0 歳以上の人が被保険者

（ 加入者） と し て保険料を 負担し 、 介護や支援が必要と 認定さ れたと き には、 費用の

一部を 支払っ てサービスを 利用し ます。

　 介護保険の保険証は介護保険の被保険者で ある こ と の証明書で、

サービスを 利用する ための情報が記載さ れています。 必ず記載内容を

確認し 、 大切に保管し まし ょ う 。

介護保険の保険証（ 介護保険被保険者証）

介護や支援が必要と なり 、 要

介護（ 要支援） 認定の申請を

すると き 。

要介護（ 要支援）認定の申請
ケアプラ ンなどの作成依頼

を東大阪市に届け出ると き 。

ケアプランなどの作成
サービ ス を 利用す

ると き 。

サービスの利用

介護保険加入者（ 被保険者）

東大阪市（ 保険者）●保険料を納めます。 　

●サービスを利用するため、 要介護認定の申請をし ます。

●サービスを 利用し 、 利用料（ サービスの利用者負担割合分） を 支払います。

　 必要なサービスを総合的に利用でき ます。

4 0 ～6 4 歳の医療保険加入者（ 第2 号被保険者）

サービスを

利用でき る人

特定疾病により 介護や支援が必要と

認定さ れた人

交通事故やけがなど、 特定疾病以外が原因

で介護や支援が必要になっ た場合は、 介護

保険の対象にはなり ません

加齢と 関係があり 、 要介護・ 要支援状態の原因である心身の障害を生じ さ せると

認めら れる疾病。
特定疾病

●がん

●関節リウマチ

●筋萎縮性側索硬化症

●後縦靱帯骨化症

●骨折を伴う 骨粗鬆症

●初老期における認知症

●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核

　 変性症およびパーキンソン病

●脊髄小脳変性症

●脊柱管狭窄症

●早老症

●多系統萎縮症

●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症

　 および糖尿病性網膜症

●脳血管疾患

●閉塞性動脈硬化症

●慢性閉塞性肺疾患

●両側の膝関節または股関節に

　 著し い変形を伴う 変形性関節症

医師が一般に認められている医学的

知見にもと づき回復の見込みがない

状態に至ったと判断し たものに限る（ ）
きん い しゅく せい そく さく こう か しょう せき ちゅう かん きょう さく しょう

せき ずい しょう のう へん せい しょう

へん せい しょう

し ん こう せい かく じょう せい ま ひ だい のう ひ し つ き てい かく

にん ち しょう

そう ろう しょう

た けい とう い しゅく しょう

まん せい へい そく せい はい しっ かん

ひざ かん せつ こ かん せつ

へい そく せい どう みゃく こう か しょう

のう けっ かん しっ かん

とう にょう びょう せい もう まく しょう

とう にょう びょう せい し ん けい しょう がい とう にょう びょう せい じ ん しょう

へん けい せい かん せつ しょう

こう じゅう じ ん たい こっ か しょう

こつ そ しょう しょう

　 介護保険制度は、

みなさ んが住んでい

る東大阪市が運営し

ています。

サービス事業者

　 利用 者に 合 っ た

サービスを 提供し て

いき ます。

　 事業者の指定は6

年ごと の更新制です。

●指定を 受けた社会福祉法人、 医療法人、 民

間企業、 非営利組織など がサービ スを 提供

し ます

●制度を運営し ます

●要介護（ 要支援） 認定を 行います

●保険証を 交付し ます

●負担割合証を 交付し ます

●サービスを確保・ 整備し ます

要介護（ 要支援） 認定の申請

要介護（ 要支援） 認定、 保険証の交付

介護報酬の
支払い

介護報酬の
請求

サービスの提供

利用料（ 利用者負担分） の支払い

保険料の納付

相談
など

支援

連携

負担割合証の交付6 5 歳以上の人（ 第1 号被保険者）

サービスを

利用でき る人

介護や日常生活の支援が必要と 認定

さ れた人

どんな病気やけががも と で介護や支援が必

要になっ たかは問われません 地域包括
支援センタ ー

　 介護予防や地域の総合的

な相談の拠点と し て、 設置

さ れています。

●包括的・ 継続的なケア体制の構築

●介護予防ケアマネジメ ント

●総合的な相談・ 支援

●虐待防止などの権利擁護事業

●ケアマネジャ ーへの支援

●基本チェ ッ ク リ スト の実施

連携

こ んなと きに使います

P2 8・ P3 2へ

ぎゃく たい

(                              )

(                     )

介 護 保 険 被 保 険 者 証

（ － ）

番　 号

住　 所

保険者番号
並　 び　 に

保 険 者 の
名称及び印

被

　保

　険

　者

性
別

氏　 名

生年月日

交 付 年 月 日 年

男・ 女明治・ 大正・ 昭和 年　 　 月　 　 日

月 日

フ リ ガ ナ
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介 護 保 険 料

介

護

保

険

料

6 5 歳以上の人の

介護保険料 介護保険料の基準額

　 市区町村ご と に介護保険のサービ スに必要な費用と6 5 歳以上の人の数に応じ て、

保険料の「 基準額」 が決めら れます。 市区町村によ っ て費用や人数が異なる ため、 基

準額も 異なり ます。

基準額
（ 年額） ＝

×
東大阪市で介護保険

給付にかかる費用

東大阪市の6 5 歳以上の人数

6 5 歳以上の人の

負担分（ 2 3 ％）

基準額をもとに、所得段階別の保険料が決めら れます

1 ,5 0 0万円以上

210万円以上3 2 0万円未満

3 2 0万円以上4 0 0 万円未満

4 0 0万円以上5 0 0万円未満

5 0 0 万円以上6 0 0 万円未満

6 0 0 万円以上7 0 0万円未満

7 0 0 万円以上8 0 0 万円未満

8 0 0 万円以上9 0 0 万円未満

9 0 0 万円以上1,0 0 0 万円未満

1 ,0 0 0 万円以上1,2 0 0 万円未満

1,2 0 0 万円以上1,5 0 0 万円未満

12 0万円以上210 万円未満

12 0万円未満

12 0万円超

8 2 万6 千5 百円超12 0 万円以下

8 2 万6 千5 百円以下

8 2 万6 千5 百円以下

8 2 万6 千5 百円超

原則と し て4 月1 日現在での住民票上の世帯。 ただし 、 4 月2

日以降に市外から 転入さ れた場合や年齢到達で第1 号被保険

者になっ た場合、 その年度はそれぞれ、 転入日・ 到達日現在

の世帯と なり ます。

合計所得金額と は、 地方税法第2 9 2 条第1 項第1 3 号に規定さ

れる金額（ 年金・ 給与・ 不動産・ 配当等の各収入金額から 必

要経費に相当する金額を控除し た金額の合計額） で、 扶養控

除や社会保険料控除などの所得控除を差し 引く 前の金額です。

なお、 合計所得金額は所得税や住民税の課税決定に用いら れ

る総所得金額等と は異なり 、 土地・ 建物や株式の譲渡所得の

場合は純損失・ 雑損失等の繰越控除適用前の金額をいいます。

ただし 、 介護保険料の算出に用いる合計所得金額は、 長期譲

渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除し た額で、

さ ら に、 第1 段階から 第5 段階までの方は、 年金収入に係る所

得を控除し た額（ 平成3 0 年度税制改正に伴う 、 給与所得控除、

公的年金等控除の引き 下げによる影響を 考慮し 、 調整） と な

り ます。

税法上課税対象と なる公的年金（ 国民年金、 厚生年金など）

の収入を いい、 課税対象と なら ない年金（ 遺族年金、 障害年

金など） は含まれません。

明治4 4 年4 月1 日以前に生まれた人などで、 一定の所得がな

い人や、 他の年金を受給できない人に支給さ れる年金です。

前年の
合計所得金額＋

公的年金等収入額は？

前年の
合計所得金額＋

公的年金等収入額は？

老齢福祉年金を
受給している

あなたに
市民税が課税

さ れている

生活保護を
受給している

前年の合計所得金額は？

スタ ート！

保険料率

年　 額 月　 額割　 合
対　 象　 者所得段階

第2 段階

第3 段階

第4 段階

第5 段階

第6 段階

第7 段階

第8 段階

第9 段階

第10 段階

第11段階

第12 段階

第13 段階

第14 段階

第15 段階

第16 段階

第17段階

第18 段階

3 ,0 8 6 円

4 ,8 5 9 円

6 ,1 7 1 円

7 ,0 9 3 円

8 ,1 5 7 円

9 ,2 2 1 円

1 0 ,6 3 9 円

1 2 ,0 5 8 円

1 4 ,8 9 5 円

1 6 ,3 1 3 円

1 7 ,0 2 2 円

1 7 ,7 3 2 円

1 8 ,4 4 1 円

1 9 ,1 5 0 円

1 9 ,8 5 9 円

2 0 ,5 6 9 円

2 1 ,2 7 8 円

●生活保護を受給し ている方  
●世帯全員が市民税非課税で、 老齢福祉年金を受給し ている方
●世帯全員が市民税非課税で、 本人の「 合計所得金額」 と 「 公的

年金等収入額」 の合計額が年間8 2 万6 千5 百円以下の方

本人の「 合計所得金額」 と 「 公的年金等収入額」 の
合計額が年間82万6千5百円を超え120万円以下の方

上記（ 第1 段階、 第2 段階） 以外の方

本人の「 合計所得金額」 と 「 公的年金等収入額」
の合計額が年間8 2 万6 千5 百円以下の方

上記（ 第4 段階） 以外の方

本人の「 合計所得金額」 が年間1 2 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間1 2 0 万円以上2 1 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間2 1 0 万円以上3 2 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間3 2 0 万円以上4 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間4 0 0 万円以上5 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間5 0 0 万円以上6 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間6 0 0 万円以上7 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間7 0 0 万円以上8 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間8 0 0 万円以上9 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間90 0 万円以上1 ,0 0 0万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間1 ,0 0 0万円以上1 ,2 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間1 ,2 0 0万円以上1 ,5 0 0 万円未満の方

本人の「 合計所得金額」 が年間1 ,5 0 0 万円以上の方

第1段階 2 ,0 2 2 円

3 7 ,0 2 3 円

5 8 ,3 0 1 円

7 4 ,0 4 6 円

8 5 ,1 1 0 円

9 7 ,8 7 7 円

1 1 0 ,6 4 3 円

1 2 7 ,6 6 5 円

1 4 4 ,6 8 7 円

1 7 8 ,7 3 1 円

1 9 5 ,7 5 3 円

2 0 4 ,2 6 4 円

2 1 2 ,7 7 5 円

2 2 1 ,2 8 6 円

2 2 9 ,7 9 7 円

2 3 8 ,3 0 8 円

2 4 6 ,8 1 9 円

2 5 5 ,3 3 0 円

2 4 ,2 5 7 円

基準額
×0 .4 3 5

基準額
×0 .6 8 5

基準額
×0 .8 7

基準額

基準額
×1.15

基準額
×1.3 0

基準額
×1.5 0

基準額
×1.7 0

基準額
×2 .10

基準額
×2 .3 0

基準額
×2 .4 0

基準額
×2 .5 0

基準額
×2 .6 0

基準額
×2 .7 0

基準額
×2 .8 0

基準額
×2 .9 0

基準額
×3 .0 0

基準額
×0 .2 8 5

同じ 世帯に市民税を
課税さ れている

人がいる

介護保険料の決まり 方

本
人
が
市
民
税
非
課
税

本
人
が
市
民
税
課
税

同じ 世帯に
いる方全員
が市民税非
課税

同じ 世帯に
市民税課税
者がいる

●世帯…………………

●合計所得金額………

●公的年金等収入額… 

●老齢福祉年金………

※保険料は介護保険事業計画の見直し に応じ て3年ごと に設定さ れます。

※令和7年度税制改正により 、 令和7 年中の給与所得控除の最低保証金額が10 万円引き上げら れますが、 介護保険事業の歳入歳出の
バラ ンスを保つため、 令和8年度の介護保険料の算定においては、 従前の控除額と 同額に調整し て計算し ます。 また、 世帯の市民

税課税状況の判定においても 、 同様に調整し て判定し ます。 54
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●年度途中で6 5 歳になっ たと き 　 　 ●年度途中で保険料額や年金額が変更になっ たと き 　 　 ●年度途中で他の市区町村から 転入し たと き
●年金が一時差し 止めになっ たと き 　 など

介護保険料の納め方

　 受給し ている年金額によっ て2 種類に分かれます。6 5 歳になっ た月（ 6 5 歳の誕生日の前日が属する月※）

の分から 、 原則と し て年金から 納めます。

年金が年額1 8 万円以上の人 年金から 差し 引かれます（ 特別徴収）

　 年金の定期支払い（ 年6 回） の際に、 介護保険料があら かじ め差し 引かれます。 老齢（ 退職） 年金、 遺族年金、 障害年

金が特別徴収の対象です。

年金が年額1 8 万円未満の人 納付書、 口座振替で納付（ 普通徴収）

　 東大阪市から 送付さ れる納付書で、 期日までに金融機関などを通じ て納めます。

●前年度から 継続し て特別徴収の人の保険料は、 前年の所得など が確定する 前の4 ・ 6 ・ 8 月は仮に算定さ れた保険料額を 納付し ま

す（ 仮徴収）。1 0・ 1 2・ 2 月は本年度の保険料を 算出し 、既に納めた仮徴収分の保険料を 除いて調整さ れた金額を 納付し ます（ 本徴収）。

1 0 月（ 第4 期） 1 2 月（ 第5 期） 2 月（ 第6 期） 4 月（ 第1 期） 6 月（ 第2 期） 8 月（ 第3 期） 1 0 月（ 第4 期） 1 2 月（ 第5 期） 2 月（ 第6 期）

前年度本徴収 仮徴収 本徴収

仮の保険料額（ 前年度2月分） を納めます。 ただし 、
8月分の保険料額を調整する場合があり ます

前年の所得をも と にし た保険料から 仮徴収分を除
いた額を納めます。

■年金が年額1 8 万円以上でも 、 次のよう な場合には一時的に納付書で納めるこ と があり ます。

★こ れら を持っ て東大阪市指定の金融機関で手続きをし てく ださ い。

●保険料の納付書　 ●預（ 貯）金通帳　 ●通帳の届け出印
口座振替が便利です

納め忘れのない便利で確実な

例

6 5 歳になる年度の保険料について
　 65 歳になっ た月（ 6 5歳の誕生日の前日がある月） から 、 第1 号被保険者と し て保険料を納めます。

〈 例： 10 月2 日生まれの人の場合〉

9月分から1 0月1日生まれ ➡ 10月分から1 0月2日生まれ ➡

　 4 月から 、6 5 歳になる月の前月までの分は、年度末までの納期に分けて、

加入し ている医療保険の保険料（ 介護保険分） から 納めます。

4 ～9 月分は、年度末までの納期に分けて加入し ている 医療保険の保険料から 納めます。 10月～翌年3月分は、 年度末までの納期に分けて、 納付書で納めます。

4月 5月 6 月 7月 8月 9月 1 0月 11月 12 月 1月 2 月 3月

●64 歳までの分
　 6 5 歳になっ た月から 年度末までの分は、 年度末までの納期に分けて、

「 介護保険料」 と し て納付書で納めます。

●6 5 歳から の分

6 5 歳

※年齢が加算さ れる のは、 法律上、 誕生日の前日になり ます。 そのため、 6 5 歳の誕生日の前日がある 月から 第1 号被保険者になり ます。

※老齢福祉年金などは、 年金から の差し 引き の対象と なり ません。

※申し 込みから 口座振替開始までの月や、 残高不足などにより 自動引き落し ができなかっ た場合などは、 納付書で納めるこ と になり ます。

※ペイ ジー口座振替受付サービス及びw eb 口座振替受付サービスも ご利用可能です。 詳し く は市ウェ ブサイ ト をご参照く ださ い。

保険料を 納めないでいると

　 特別な理由も なく 保険料を滞納すると 、 延滞金が発生し 、 滞納処分（ 差押等） を行う 場合があり ます。 また、 その期間に応じ て次

のよう な措置がと ら れる場合があり ます。 災害や失業等、 やむを得ない理由で保険料を納めるこ と が困難な場合は、 お早めにご相談

く ださ い。

　 サービス費用の全額を いっ たん利用者が負担し ます。 申請によ り 後で保険給付分が支払われます。

※利用者負担の割合が3割（ P12参照） の人が滞納し た場合、 4割に引き上げら れます。

4 0 ～6 4 歳の人（ 医療保険加入者）の介護保険料
　 加入し ている 医療保険によ っ て算定方法が決めら れます。 国民健康保険に加入し ている 人は世帯ごと に決めら れ、 職場

の健康保険などに加入し ている人は、 介護保険料率と 給与および賞与に応じ て決めら れます。

　 国民健康保険に加入し ている 人は国民健康保険料（ 税）と し て世帯主が納めます。 職場の健康保険に加入し ている 人は、

給与およ び賞与から 徴収さ れます。

※40～64歳の被扶養者は、 保険料を個別に納める必要はあり ません。

●1 年以上滞納すると
（ 納期限から 1 年経過）

　 サービスを 利用する と き の利用者負担が1 割または2 割から 、 3 割※に引き 上げら れたり 、 高額介護サービ ス費など
が受けら れなく なっ たり し ます。

●2 年以上滞納すると
（ 納期限から 2 年経過）

　 費用の全額を 利用者が負担し 、 申請後も 保険給付の一部または全部が一時的に差し 止めと なり 、 滞納し ている 保険
料に充てら れる こ と があり ます。

●1年6か月以上滞納すると
（ 納期限から 1 年6 か月経過）

保険料の決め方

保険料の納め方

介護保険料の改定について

　 介護保険制度では、 介護保険事業計画の策定が法律によ り 義務づけら れており 、 計画は3 年ごと に

見直すこ と と なっ ています。

　 今回策定し た2 0 2 4 年から 2 0 2 6 年までの第9 期事業計画では、 6 5 歳以上の介護保険料（ 第1 号保険

料） については、 高齢化の進展に伴い要介護（ 要支援） 認定者の増加、 サービス利用者や利用量の増

加が見込まれるこ と により 、 保険料の大幅な上昇が見込まれるこ と から 、 介護給付費準備基金の活用

を 見込み、 介護サービスに必要な総費用を 推計し た結果、 第1 号保険料の基準月額が第8 期より 6 3 円

増加の7 ,0 9 3 円になり まし た。

●保険料のおも な増加要因
サービス利用の増加

●保険料のおも な軽減要因
基金の取崩し 　

　 要介護（ 要支援）認定者の増加にと も ない、 サービスの利用者、 利用量の増加が見込まれます。

介護保険料の上昇を 抑制するため、 介護給付費準備基金2 1 億円の活用を見込んでいます。

6 5 歳以上の人の保険料の減免について

（ ア）～（ ウ）のすべてにあてはまる 場合、 申

請により 減免後の保険料が基準額の1 /2

（ ※1 6 5 万円以下については、 基準額）に相

当する 額と なり ます。（ 但し 、 生活保護を 受

給さ れている人は除きます。）

（ ア） 本年中の世帯収入金額が以下の額を
超えないこ と 。

動　 産（ 預貯金、 株、 生命保険など）
………世帯で3 5 0 万円以下であるこ と 。
不動産
……世帯で居住用の不動産以外を所有し
ていないこ と 。 居住用の土地について
20 0 m 2（ 約6 0 坪) 以下であるこ と 。

・ 以下世帯員1 人増える ごと に収入金額に
5 0 万円を加算

・ 本年の収入見込額が推定でき るも のと し

て添付書類が必要と なり ます。

　 入院費用は世帯の収入合計金額よ り 控除

さ れま す。（ 領収証等のコ ピ ーを 付けて

申請し てく ださ い。)

（ 1 ） 低収入者に対する保険料減免

（ ウ） 活用できる資産がないこ と 。

　 災害によ り 住宅、 家財その他の財産で生計

維持に欠かせない重要な財産について受けた

損害の割合に応じ て減免さ れます。

※災害が発生し た日の翌日から 6 か月を 経過し たと き

は減免申請するこ と ができません。

（ 2 ） 災害に対する減免

　 第1 号被保険者のいる世帯で、 生計中心者の

本年中の所得見込額が前年の2 分の1 以下にな

り 、 来年度の市民税が非課税になる と 見込ま

れると き。

（ 3 ） 著し い収入減に対する減免

世帯構成 収入金額

2 0 0 万円以下

2 5 0 万円以下

3 0 0 万円以下

3 5 0 万円以下

1 5 0 万円以下／
※165万円以下（ 1人世帯のみ）

　 申請は、 介護保険料課または各福祉事務所の高齢・ 障害福祉係で受付けています。

2 人世帯

3 人世帯

4 人世帯

5 人世帯

（ イ ） 他の世帯に属する 者の税の扶養親族
ま たは医療保険の被扶養者になっ て
いないこ と 。

1 人世帯

0 3 万5 千人5 千人 1 万人 1 万5 千人 2 万人 2 万5 千人 3 万人 4 万人

第9 期
事業計画値

（ 単位： 人）

認定者数 標準給付費

0 450億円 500億円 550億円50億円 100億円 150億円 200億円 250億円 300億円 350億円 400億円

2 0 2 1 年

2 0 2 2 年

2 0 2 3 年

2 0 2 4 年

2 0 2 5 年

2 0 2 6 年

2 0 2 1 年

2 0 2 2 年

2 0 2 3 年

2 0 2 4 年

2 0 2 5 年

2 0 2 6 年

第8 期
事業計画値

（ 単位： 人）

第9 期
事業計画値

（ 単位： 千円）

第8 期
事業計画値

（ 単位： 千円）

3 3 ,4 7 4

3 4 ,4 0 8

3 5 ,2 3 4

3 4 ,9 3 2

3 5 ,7 5 2

3 6 ,2 6 1

4 7 ,2 5 4 ,5 6 0

4 8 ,7 1 1 ,3 4 6

5 0 ,3 1 4 ,8 3 3

5 0 ,4 9 2 ,4 9 2

5 2 ,6 1 1 ,2 6 9

5 3 ,9 3 5 ,3 6 1
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サービスを利用するために
　 介護や支援が必要と 思っ たら 、 地域包括支援セン タ ーや東大阪市の窓口に相談し

まし ょ う 。

1 相談します

　 地域包括支援センタ ーや東大

阪市の窓口で、 利用し たいサー

ビスなどについて相談し ます。

2 要介護（ 要支援）認定の
申請をします

　 介護サービス、 介護予防サービス、 介護予防・

生活支援サービ ス事業を 利用し たい人は、 東大

阪市の窓口に要介護（ 要支援） 認定の申請を し

ます。

3 認定調査を受けます

　 介護認定調査員に自宅を 訪問し ても ら い、 心身の状態について調査を 受けます。 認定調査と 主

治医意見書をも と に介護度及び有効期間が介護認定審査会で審査・ 判定さ れます。

4 認定結果が届きます

　 認定結果は、 東大阪市から 送ら れてき ます。

2 基本チェックリスト を
受けます

　 地域包括支援セン タ ーの窓口で、 心身や日常

生活の状態など（ 生活機能） を 調べる基本チェ ッ

ク リ スト を 受けます。 生活機能の低下がみら れ

た場合は、 介護予防・ 生活支援サービ ス事業対

象者（ 事業対象者） と なり ます。

　 人が生き ていく ための機能全体

のこ と で、 体や精神の働き のほか、

日常生活動作や家事、 家庭や社会

での役割などのこ と です。 でき る

だけ生活機能を低下さ せないこ と

が介護予防につながり ます。

※申請は本人や家族な ど のほか、 地域包括支援セ ン

タ ーや居宅介護支援事業者、 介護保険施設などに代

行し ても ら う こ と も できます。

P1 0 へ
生活機能と は？

　 要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、 まずは東大阪市の窓口で相談し まし ょ う 。 その上で納得

できない場合には、 ３ か月以内に都道府県に設置さ れている「 介護保険審査会」 に審査請求できます。

認定結果に納得できないと きは?

　 東大阪市が任命する保健、 医療、 福祉の学識経験者

5 人程度で行われる会議です。 申請し た人の介護の必

要性について、 いろいろ な面から 審査し ます。

介護認定
審査会

　 生活機能の低下の原因になっ た病気やけが、 治療内

容、 心身の状態など について、 主治医に記載し ても

ら っ た書類です。

主治医
意見書

　 認定調査のために自宅を訪問する、 東大阪市の職員

や東大阪市から 委託さ れた事業所のケアマネジャ ー

などのこ と です。

介護認定
調査員

非該当
　 要介護や要支援に認定さ れなかっ た人

※基本チェ ッ ク リ スト を 受けて、 生活機能の低下がみら れた場合は「 事

業対象者」 と し て介護予防・ 生活支援サービ ス事業を 利用でき ます。

要介護 1 ～5

　 介護サービスを 利用するこ と で生活機能

の維持や改善をはかるこ と が適切な人

P1 0 へ

P1 0 へ

　 介護予防サービスや介護予防・ 生活支援

サービス事業を 利用するこ と で生活機能が

改善する可能性の高い人 P1 0 へ

要支援 1 ・ 2

介護サービス、

介護予防サービス
を利用し たい人

介護予防・

生活支援サービス

事業

を利用し たい人

（ 介護予防・ 日常生活支援総合事業）

　 更新については有効期間満了前に更新手続き が必要です。 更新の申請は、 要介護認定の有効期間

満了日の6 0 日前から 受け付けます。

認定結果の更新手続き

※東大阪市では原則と し て、 新規に

サービ スの利用を 希望さ れる 方に

は要介護（ 要支援） 認定を し てい

ただく よう ご案内し ます。
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ケアプランの作成
　 介護保険サービ スの利用には、 ケアプ ラ ン の作成が必要です。 なお、 ケアプ ラ ン

は利用者の状況に合わせて随時見直し ができ ます。

※4 0 ～6 4 歳の人は、 要支援1 ・ 2 の人のみ介護予防・ 生活支援サービス事業の利用ができ ます。

※事業対象者になっ た後でも 要介護認定の申請ができ ます。

※ケアプラ ンの作成に利用者負担はあり ません。

非
該
当
の
人

要
支
援
1
・
2
の
人

　 地域包括支援セン タ ー

に介護予防ケアプ ラ ン の

作成を 依頼し 、 東大阪市

に「 介護予防ケア マ ネジ

メ ン ト 依頼届出書」 を 提

出し ます。

　 介護予防支援事業者（ 地域

包括支援センタ ー等）に介護

予防ケアプランの作成を依頼

し 、東 大 阪 市 に「 介 護 予 防

サービ ス計画作成届出書」ま

たは「 介護予防ケアマネジメ

ント 依頼届出書」を提出します。

　 東大阪市が行う 「 介護予防・ 日常生活支援総合事業」 の「 一般 介護予防事業」 が利用できます。

生活機能の低下が
みら れた

（ 事業対象者）

生活機能の低下が
みら れなかっ た

地域包括支援センタ ー等

P2 7 へP2 7 へ

P1 4 へ

（ 地域密着型介護予防サービスも 含む）

介護予防サービスを利用

介護予防・ 生活支援サービス事業を利用

　 担当職員が利用者や家族と 話

し 合って課題を分析し 、ケアプラ

ン の原案を作成し ます。その後、

ケアマネジャーを中心に利用者や

家族、サービス事業者などが話し

合います(サービス担当者会議)。

　 担当職員が利用者や家族

と 話し 合って課題を分析し 、

ケアプランの原案を作成しま

す。その後、ケアマネジャーを

中心に利用者や家族、サービ

ス事業者などが話し 合います

（ サービス担当者会議)。

　 話し 合いを も と に原案を 調

整し 、 サービ ス の種類や利用

回数など を 盛り 込んだ介護予

防ケアプラ ンを作り ます。

　 話し 合いを も と に原案を 調

整し 、 サービ スの種類や利用

回数など を 盛り 込んだ介護予

防ケアプラ ンを作り ます。

※介護予防サービスと 介護

予防・ 生活支援サービス

事業は組み合わせて利用

でき ます。

※基本チェ ッ ク リ スト は、 地域包括支援センタ ーの窓口で受けます。

※ケアプラ ンの作成はあり ません。

施
設
に
入
所
し
て
利
用

在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

要
介
護
1
〜
5
の
人

　 入所を 希望す る 施設

サービス事業者に直接申

し 込んで、 契約し ます。

　 ケアプラ ンの作成を依頼

する居宅介護支援事業者を

決め、 東大阪市に 「 居宅

サービ ス計画

作成依頼届出

書」 を 提出し

ます。

居宅介護支援事業者

施設サービ ス事業者

P2 0 へ

P1 4 へ

（ 地域密着型サービスも 含む）

在宅サービスを利用

　 施設のケアマネジャ ーが利用者や

家族と 話し 合っ て課題を分析し 、 ケ

アプラ ンの原案を作成し ます。

　 その後、 ケア マ ネジ ャ ーを 中心

に、 利用者や家族、 サービス事業者

など が話し 合います（ サービ ス担当

者会議）。

　 ケアマネジャ ーが利用者や家族と

話し 合っ て課題を分析し 、 ケアプラ

ンの原案を作成し ます。 その後、 ケ

アマネジャ ーを中心に、 利用者や家

族、 サービス事業者などが話し 合い

ます（ サービス担当

者会議）。

　 話し 合いを も と に原案を 調

整し 、 サービ スの内容など を

盛り 込んだケアプ ラ ン を 作り

ます。

　 話し 合いを も と に原案を 調

整し 、 サービ スの種類や利用

回数など を 盛り 込んだケア プ

ラ ンを作り ます。

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
契
約

居宅介護支援事業者
　 ケアマネジャ ーが在籍する事業者で、 ケアプラ ン作成の窓口、 要介護認

定申請の代行、 サービス事業者と の連絡・ 調整などを行います。

●利用者や家族の相談に応じ 、 アド バイ スし ます

●利用者の希望に沿っ たケアプラ ンを作成し ます

●サービス事業者と の連絡や調整をし ます　 ●施設入所を希望する人に施設を紹介し ます

ケアマネジャ ー 介護の知識を 幅広く 持っ た専門家です。

サービス事業者と
契約

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
契
約

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス

に
よ
っ
て
契
約

（ 地域密着型サービスも 含む）

施設サービスを利用

1 11 0



サービ スの利用のし かた

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
し
か
た

サービスの利用者負担

介 護 保 険 負 担 割 合 証

交 付年月日

番 号

住 所

氏 名

生年月日

割

割

フリ ガナ

被

保

険

者

　 同じ 月に利用し たサービスの利用者負担（ 利用者負担の割合についてはP1 2 参照） の

合計額（ 同じ 世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額） が定めら れた限度額を超

えたと き は、 申請により 超えた分が「 高額介護サービス費」 と し て後から 支給さ れます。

ただし 、 支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になり ません。

●介護（ 介護予防） サービスの利用者負担が高額になっ たと き

　 おも な在宅サービ スなど では、 介護保険から の給付に支給

限度額が決めら れています。 限度額内でサービ スを 利用する

と き は、 利用者負担の割合分を 負担し ますが、 限度額を 超え

た場合は、 超えた分は全額利用者の負担になり ます。

　 要介護・ 要支援認定者や事業対象者には、 利用者負担の割合が記載さ れている「 介護保険負

担割合証」 が交付さ れます。 サービスを利用すると き は介護保険の保険証と 一緒に提示し てく

ださ い。

介護保険負担割合証

利用者負担の割合

利用者負担の軽減について

支給限度額

1 か月の支給限度額

5 0 ,3 2 0 円

1 0 5 ,3 1 0 円

1 6 7 ,6 5 0 円

1 9 7 ,0 5 0 円

2 7 0 ,4 8 0 円

3 0 9 ,3 8 0 円

3 6 2 ,1 7 0 円

要介護状態区分

おも な在宅サービスなどの支給限度額

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

※上記の金額は標準地域の場合です(介護保

険が負担する分も 含んだ額です)。

※事業対象者は原則と し て要支援1 の限度額

が設定さ れます。

要介護1の人が、 2 0 万円のサービスを利用し た場合

（ 1 割負担の場合）
例

保険給付額（ 9 割） 1 5 0 ,8 8 5 円 1 割 全額

利用者負担額の合計　 4 9 ,1 1 5 円

2 0 万円のサービス利用

支給限度額　 1 6 7 ,6 5 0 円

利用者負担（ １割）

１6 ,7 6 5 円 3 2 ,3 5 0 円
超えた分の利用者負担

　 介護保険と 医療保険の両方の自己負担が高額になっ た場合、 高額介護サービス費（ 介護保険）、 高額療

養費（ 医療保険） を 適用し たあと の年間（ 8 月～翌年7 月） の自己負担額を 合算し て、 定めら れた限度額

を超えたと きは、 申請により 超えた分が後から 支給さ れます。

●介護保険と 医療保険の利用者負担が高額になっ たと き

※「 現役並み所得者」 と は、 同じ 世帯に課税所得1 4 5 万円以上の6 5 歳以上の人がいて、 6 5 歳以上の人の収入が単身の場合
3 8 3 万円以上、 2 人以上の場合5 2 0 万円以上ある世帯の人です。

※「 合計所得金額」 と は、 前年の収入金額から 必要経費に相当する金額を 控除し た額のこ と で、 扶養控除や医療費控除などの

所得控除を する前の金額であり 、 かつ、 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と 公的年金等に係る雑所得を 控
除し た額です。

※税制改正による控除額の変更に伴い所得への影響が生じ ますが、 高額介護サービス費を 判定する際には、 その影響を 遮断
し 計算し ます。

■東大阪市に「 高額介護サービス費等支給申請書」 を提出し てく ださ い。

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、 限度額の適用方法が異なり ます。

●毎年7 月3 1 日時点で加入し ている 医療保険の所得区分が適用さ れます。 医療保険が異なる 場合は世帯合算でき ません。

●支給対象と なる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

その他、 社会福祉法人等による利用者負担軽減があり ます

　 利用者はケアプ ラ ン にも と づいてサービ スを 利用し 、 実際にかかる サービ ス費用

の一部を 支払います。

■利用者負担の割合

1 割

3 割

2 割

上記以外の人

❶本人の※合計所得金額（ 特別控除後） が1 6 0 万円以上
❷同じ 世帯にいる6 5 歳以上の人の※「 年金収入+ その他の合計所得金額（ 特別控除後）」 が

　 ・ 単 身 世 帯＝2 8 0 万円以上

　 ・ 2 人以上世帯＝3 4 6 万円以上

❶本人の※合計所得金額（ 特別控除後） が2 2 0 万円以上
❷同じ 世帯にいる6 5 歳以上の人の※「 年金収入+ その他の合計所得金額（ 特別控除後）」 が

　 ・ 単 身 世 帯＝3 4 0 万円以上

　 ・ 2 人以上世帯＝4 6 3 万円以上

本人に市民税が課税さ れている 場合で、 3 割の対象ではなく ❶❷の両方に該当する 6 5 歳以上の人

本人に市民税が課税さ れている場合で、 ❶❷の両方に該当する6 5 歳以上の人

　 介護保険のサービスを 利用し たと き の利用者負担の割合は、 原則と し てサービスにかかっ た費用の

1 ～3 割です。

• 「 合計所得金額（ 特別控除後）」 と は、 前年の収入金額から 必要経費に相当する金額を 控除し た額のこ と で、 扶養控除や医
療費控除などの所得控除をする前の金額であり 、かつ、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除し た額です。

• 「 その他の合計所得金額（ 特別控除後）」 と は、 合計所得金額（ 特別控除後）から 、 公的年金等に係る雑所得を控除し た額です。

※税制改正による控除額の変更に伴い所得への影響が生じ ますが、 負担割合を 判定する際にはその影響を遮断し 計算し ます。

■高額医療・ 高額介護合算制度の負担限度額（ 8 月～翌年7 月の算定分）

市民税非課税世帯

901 万円超

210 万円以下

60 0万円超90 1万円以下

21 0万円超60 0万円以下

2 1 2 万円

1 4 1 万円

6 7 万円

6 0 万円

3 4 万円

7 0 歳未満の人が

いる世帯
所得区分

一　 般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

2 1 2 万円

1 4 1 万円

6 7 万円

5 6 万円

3 1 万円

1 9 万円

2 1 2 万円

1 4 1 万円

6 7 万円

5 6 万円

3 1 万円

1 9 万円
※

7 0 ～7 4 歳の人が

いる世帯

後期高齢者医療制度
で医療を受ける人が

いる世帯

課税所得
6 90万円以上

課税所得
3 80万円以上

課税所得
1 45万円以上

所得
基礎控除後の
総所得金額等（ 　 　 　 　 　 　 ）

■利用者負担の上限（ 1 か月）

上限額（ 月額）利用者負担段階区分

●一般

●合計所得金額および課税年金収入額の合計が8 0 万9 千円以下（ 令和8 年8 月から 8 2 万6 千5 百円以下） の人

●老齢福祉年金の受給者
1 5 ,0 0 0 円（ 個人）

9 3 ,0 0 0 円（ 世帯）

4 4 ,4 0 0 円（ 世帯）

1 4 0 ,1 0 0 円（ 世帯）

4 4 ,4 0 0 円（ 世帯）

2 4 ,6 0 0 円（ 世帯）

1 5 ,0 0 0 円（ 個人）

●市民税世帯非課税等

●生活保護の受給者

課税所得690 万円（ 年収約1 ,1 6 0万円） 以上

課税所得380 万円（ 年収約770 万円） 以上～課税所得6 90万円（ 約1 ,1 6 0万円） 未満

課税所得145 万円（ 年収約383 万円） 以上～課税所得3 80万円（ 約77 0万円） 未満

●現役並み
　 所得者

※

利 用者 負 担

の 割 合
適 用 期 間

開始年月日

開始年月日

保 険 者 番 号

並 び に

保 険 者 の

名 称 及 び 印 東大阪市荒本北一丁目１ 番１ 号

T E L  0 6 － 4 3 0 9 － 3 0 0 0（ 代）

東 大 阪 市

2 7 2 2 7 8

印

1 31 2



利用でき る サービ ス

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

サービスについて

訪問介護（ ホームヘルプ）

訪問介護

　 ホームヘルパーなどに訪問し ても ら い、 入浴・ 排せつ・ 食事の世話などの「 身体

介護」 や、 調理・ 洗濯などの「 生活援助」 を 受けます。 なお、 本人以外の家族のた

めの家事や、 ペッ ト の世話などのサービスは、 介護保険の対象になり ません。

内 容 利用時間など サービス費用のめやす

2 ,6 1 0 円（ 2 6 1 円）

1 ,9 1 5 円（ 1 9 2 円）

1 ,0 3 7 円（ 1 0 4 円）

2 0 分以上3 0 分未満

2 0 分以上4 5 分未満

1 回につき

身体介護が中心

生活援助が中心

通院時の乗車・ 降車等介助

訪問型サービス

　 ホームヘルパーやボラ ンティ アなどが居宅を訪問し 、 利用者が自力では困難な行為について、 サービスを提供し ます。

※旧介護予防訪問介護に相当するサービスのほか、 民間企業や地域住民やN PO などによる多様なサービスも 利用でき ます。

※共生型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも 介護保険のサービスを利用でき ます。

（ 介護予防・ 生活支援サービス事業）

要介護 1 ～5 の人

要支援 1 ・ 2 の人 介護予防・ 生活支援サービス事業対象者

●利用者の負担は、 原則と し て「 サービス費用のめやす」 の1 ～3 割※です。 サービスによっ ては食費や居住費等、

日常生活費などの負担、 そのほかサービス内容や地域による加算などがあり ます。
※利用者負担の割合については、 P1 2 を参照し てく ださ い。

在宅サービ ス

P2 7 へ

　 介護保険のサービ スにはいろ いろ な種類があり ます。

必要なと き に必要なサービスを利用し まし ょ う 。

基準や利用料など 東大阪市が基準や利用料などを 設定し ます。

●訪問を受けて利用するサービス

　 自宅などで生活し ながら 利用でき るサービスです。

訪問入浴介護

訪問入浴介護

　 介護職員と 看護職員に移動入浴車で居宅を 訪問し ても ら い、 サービ ス

事業者が持参し た浴槽で入浴介護を受けます。

要介護度 サービス費用のめやす

9 ,1 5 9 円（ 9 1 6 円）

1 3 ,5 4 6 円（ 1 ,3 5 5 円）

要支援 1 ・ 2

要介護 1 ～5
1 回につき

介護予防訪問入浴介護

●介護職員などに訪問し ても ら い入浴するサービス

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

訪問看護

訪問看護

　 医師の指示により 、 看護師などに居宅を 訪問し ても ら い、 療養上の世話

や診療の補助を 受けます。

介護予防訪問看護

訪問リ ハビリ テーショ ン

訪問リ ハビリ テーショ ン

　 医師の指示によ り 、 理学療法士や作業療法士、 言語聴覚士に訪問し ても ら

い、 居宅での生活機能の維持・ 向上のためのリ ハビリ テーショ ンを 受けます。

サービス費用のめやす

3 ,1 4 3 円（ 3 1 5 円）

3 ,2 4 9 円（ 3 2 5 円）
1 回（ 2 0 分以上） につき

介護予防訪問リ ハビリ テーショ ン

●自宅での生活を続けるためのリ ハビリ テーショ ン

●看護師などに訪問し ても ら い療養上のケアを 受けるサービス

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

内 容 利用限度回数 サービス費用のめやす（ 1回につき ）

5 ,1 5 0 円（ 5 1 5 円）1 か月に2 回まで医師が行う 場合

　 医師や歯科医師、 薬剤師、 管理栄養士、 歯科衛生士が、 通院が困難

な利用者の居宅を訪問し 、 療養上の管理や指導をし ます。

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

●居宅で療養上の管理、 助言を受けら れるサービス

単一建物居住者１ 人に対し て行う 場合〈 〉

訪問看護ステーショ ンから 訪問の場合〈 〉

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1割の場合の利用者負担

サービス費用のめやす訪問看護の時間

4 ,8 2 5 円（ 4 8 3 円）

5 ,0 3 9 円（ 5 0 4 円）
3 0 分未満の場合

要介護度

要支援 1 ・ 2

要介護 1 ～5

要介護度

要支援 1 ・ 2

要介護 1 ～5

　 介護保険によるサービ スを 利用するには、 サービス事業者と の「 契約｣が必要です。

契約の必要がある場合は、 以下のよう なこ と に注意し まし ょ う 。

利用者の状況にあっ たサービス内容や回

数と なっ ているか。

利用者から の苦情に耳を傾け適切な処置

をと っ てく れるか。

利用者負担金の額や交通費の要否などの

内容が明記さ れているかどう か。

サービスの内容…

苦情への対応……

利用者負担金……

利用者から の解約が認めら れる場合およびそ

の手続き が明記さ れているか。

サービス提供によっ て利用者が損害を与えら

れた場合の賠償義務が明記さ れているか。

利用者および利用者の家族に関する秘密や個

人情報が保持さ れるよう になっ ているか。

利用者から の……

解約

損害賠償…………

秘密保持…………

事業者と
契約すると き
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通所介護（ デイ サービス）

通所介護

　 定員が1 9 人以上の通所介護施設で、 食事、 入浴などの日常生活上の

支援や機能訓練を 日帰り で利用でき ます。

内 容 要介護度 サービス費用のめやす

6 ,8 7 6 円（ 6 8 8 円）

8 ,1 1 9 円（ 8 1 2 円）

9 ,4 0 5 円（ 9 4 1 円）

1 0 ,6 9 0 円（ 1 ,0 6 9 円）

1 1 ,9 9 6 円（ 1 ,2 0 0 円）

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

7 時間以上8 時間未満
の場合

〈 送迎を含む〉

通所型サービス

　 通所介護施設などで、 食事や入浴などの日常生活上の支援のほか、 住民主体の支援や保健・ 医療の

専門職により 行われるプログラ ムなど、 多様なサービスを行います。

※旧介護予防通所介護に相当するサービスのほか、 民間企業や地域住民やN PO などによる多様なサービスも 利用でき ます。

基準や利用料など

（ 介護予防・ 生活支援サービス事業）

東大阪市が基準や利用料などを設定し ます。

　 介護老人保健施設や病院、 診療所など で、 食事など の日常生活上の

支援や機能訓練、 リ ハビリ テーショ ンを受けます。

P2 7 へ

介護予防通所リ ハビリ テーショ ン

〈 通常規模の事業所の場合〉

通所リ ハビリ テーショ ン

内 容 要介護度 サービス費用のめやす

8 ,0 3 9 円（ 8 0 4 円）

9 ,5 2 6 円（ 9 5 3 円）

1 1 ,0 3 5 円（ 1 ,1 0 4 円）

1 2 ,8 1 8 円（ 1 ,2 8 2 円）

1 4 ,5 4 8 円（ 1 ,4 5 5 円）

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

7 時間以上8 時間未満
の場合

〈 送迎を含む〉

〈 通常規模の事業所の場合〉

要介護度 サービス費用のめやす

2 3 ,9 2 7 円（ 2 ,3 9 3 円）

4 4 ,6 0 5 円（ 4 ,4 6 1 円）

要支援 1

要支援 2

1 か月につき
〈 送迎、 入浴を含む〉

通所リ ハビリ テーショ ン （ デイ ケア）

●通所し て利用するサービス

要介護1 ～5 の人

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

要支援1 ・ 2 の人

介護予防・ 生活支援サービス事業対象者

　 介護老人福祉施設などに短期間入所し て、 日常生活上の

支援や機能訓練などが受けら れます。

要介護度 サービス費用のめやす
4 ,7 5 8 円（ 4 7 6 円）

5 ,9 1 8 円（ 5 9 2 円）

6 ,3 6 1 円（ 6 3 7 円）

7 ,0 8 9 円（ 7 0 9 円）

7 ,8 5 9 円（ 7 8 6 円）

8 ,5 9 8 円（ 8 6 0 円）

9 ,3 2 6 円（ 9 3 3 円）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）

介護老人福祉施設

［ 併設型・ 多床室］を利用の場合

1 日につき

ショ ート ステイ を利用すると き の注意点
　 ショ ート ステイ は、 あく までも 在宅生活を 継続し ていく ためのサービス
です。 利用する際には、 下記の点に注意し まし ょ う 。

■連続し た利用が30日を超えた場合は、 3 1日目は全額自己負担になり ます。

■連続し て3 0 日を超えない日数であっ ても 、 ショ ート ステイ の利用日数は要介護認定等の有効期間のおおむね半分を超えないこ と をめやすと し ています。

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

●短期間施設に入所し て利用するサービス

住所地特例が適用さ れます
　 地域密着型特定施設以外の特定施設に入居し た場合、 住所地特例が適用さ れます。 他市区町村にある施設を 利用し ても 、
住所変更前の東大阪市に保険料を納め、 保険給付を受けます。

●有料老人ホームなどに入居し ている人が利用するサービス

※（ 　 　 ） 内は1割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1割の場合の利用者負担

　 介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所し て、 看護や医学的管理下での介護や支援、 日常生

活上の支援や機能訓練などが受けら れます。 医療型のショ ート ステイ です。

短期入所療養介護（ ショ ート ステイ ）

短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

　 指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居し ている要支援、 要介護の人が、 入浴、 排せつ、

食事などの介護やその他の日常生活上の支援、 機能訓練、 療養上の支援を受けら れます。

特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

〈 〉

要介護度 サービス費用のめやす
6 ,4 0 5円（ 6 4 1 円）

8 ,0 8 8円（ 8 0 9 円）

8 ,6 7 3円（ 8 6 8 円）

9 ,1 9 6円（ 9 2 0 円）

9 ,8 6 4円（ 9 8 7 円）

1 0 ,4 1 8円（ 1 ,0 4 2 円）

1 0 ,9 9 3円（ 1 ,1 0 0 円）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

介護老人保健施設

［ 多床室］を利用の場合

1 日につき

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

〈 〉

要介護度 サービス費用のめやす
1 ,9 1 2 円（ 1 9 2 円）

3 ,2 7 0 円（ 3 2 7 円）

5 ,6 6 3 円（ 5 6 7 円）

6 ,3 6 4 円（ 6 3 7 円）

7 ,0 9 5 円（ 7 1 0 円）

7 ,7 7 4 円（ 7 7 8 円）

8 ,4 9 5 円（ 8 5 0 円）

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

1 日につき

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※サービス費用の他に、 食費、 滞在費などが利用者負担になり ます。 詳し く はP22 をご覧く ださ い。

※共生型サービス事業所の指定を受けた障害福祉サービス事業所でも 介護保険のサービスを利用でき ます。

※共生型サービ ス事業所の指定を 受けた
障害福祉サービ ス事業所でも 介護保険
のサービスを利用でき ます。
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福祉用具貸与
　 手すり の取り 付けや段差解消など の住宅改修を し たと き、 2 0 万円を 上限に、 住宅改修費の保険相

当額が支給さ れます（ 利用者負担額1 ～3 割）。

住宅改修費支給

住宅改修費支給

介護予防住宅改修費支給

　 日常生活の自立を 助けるための福祉用具の貸与が受けら れます。

福祉用具貸与

介護予防福祉用具貸与

特定福祉用具販売
　 入浴や排せつなどに使用する福祉用具を 購入し たと き 、 同一年度で1 0 万円を

上限に、 購入費の保険相当額が支給さ れます（ 利用者負担額1 ～3 割）。

特定福祉用具販売

特定介護予防福祉用具販売

福祉用具購入費の支給について

【 償 還  払  い】 利用者がいっ たん購入費の全額を支払い、 あと から 購入費の保険相当額が支給さ れます。

【 受領委任払い】 利用者がサービス事業者に利用者負担分のみを支払い、 市から 保険相当額をサービス事

業者に直接支払います。

サービス費用のめやす

レンタ ル費用（ 用具の機種や事業者などによっ て異なり ます） の1 ～3 割を負担し ます。

住宅改修費の支給について

対象と なる
福祉用具

対象と なる
福祉用具

●腰掛便座　 ●自動排泄処理装置の交換可能部品　 ●排泄予測支援機器

●入浴補助用具　 ●簡易浴槽　 ●移動用リ フ ト のつり 具の部分

●固定用スロープ　 ●歩行器（ 歩行車を除く ）　 ●単点杖（ 松葉づえを 除く ）

●多点杖

住宅改修でき る対象

※上記の改修に伴っ て必要と なる改修も 対象と なり ます。 　 　

●廊下、 階段、 浴室などへの手すり の取り 付け

●滑り の防止・ 移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更

●段差の解消　 ●引き 戸などへの扉の取り 替え

●洋式便器などへの便器の取り 替え

住宅改修費の支給

東大阪市へ支給申請／審査

改修工事の実施・ 完了／支払い

東大阪市へ 事前に協議 ／審査・ 承認

施工事業者の選択・ 見積も り 依頼など

ケアマネジャ ーなどに相談

利用手続き の流れ

事前の協議に必要な書類
●住宅改修事前協議書

●事前協議回答連絡票

●施工計画書

●住宅改修が必要な理由書

●住宅の所有者の承諾書

●見積書

●改修前の写真（ 日付入り ）

改修工事後に提出する書類
●住宅改修費支給申請書

●領収証（ 原本）

●工事費内訳書

●改修後の写真（ 日付入り ）

車いす（ 車いす付属品を含む）

特殊寝台（ 特殊寝台付属品を含む）

床ずれ防止用具

体位変換器

手すり（ 工事をと もなわないも の）

スロープ（ 工事をともなわないも の）

歩行器

歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

移動用リフト（ つり 具の部分を除く ）

自動排泄処理装置

×

×

×

×

●

●

●

●

×

×

▲

要支援 1 ・ 2

要介護 1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

▲

要介護 2 ・ 3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

要介護 4・ 5

はい かい

はい せつ

●
利用できます

×
原則と し て

利用できません

申請が必要です

事前の協議が必要です

要介護 1～5 の人

要支援 1 ・ 2 の人

要介護 1 ～5 の人

要支援 1 ・ 2 の人

要介護 1 ～5 の人

要支援 1 ・ 2 の人

▲
一部利用できます

※尿のみを 吸引す
る も のは利用で
き ます。

●福祉用具を レンタ ル（ 貸与） するサービス ●環境改善のための住宅改修を 行っ たと き に改修費が支給さ れるサービス

●福祉用具の購入費が支給さ れるサービス

★都道府県などの指定を受けた事業者から 購入し た場合のみ支給さ れます。

●高価な材料の仕様やオプショ ン品の取り 付け、 新築、 増改築などのリ フ ォ ーム工事は介護保険における住宅改修の対象と

はなり ません。

★事前に協議がない場合は、 住宅改修費は支給さ れません。

【 償 還  払  い】 利用者がいっ たん改修費の全額を支払い、あと から 改修費の保険相当額が支給さ れます。

【 受領委任払い】 市の登録施工事業者が改修する場合は、 利用者が施工事業者に利用者負担分のみを 支払

い、 市から 保険相当額を施工事業者に直接支払います。

介護費用の一部が医療費控除の対象になり ます

●介護保険を利用し て支払っ た費用の一部が医療費控除の対象になり ます。

　 訪問看護などの医療系サービス、 医療系サービスと 併せて利用し た訪問介護などの福祉系サービ ス、 施設サービ

スを利用し て支払っ た自己負担額の一部が医療費控除の対象になり ます。

※医療費控除を受けるためには、 サービス事業者が発行する「 医療費控除の対象と なる金額」 が記載さ れた「 利用料領収証」 などが必要です。

●おむつに係る費用が医療費控除の対象になり ます。

　 6か月以上寝たきり の人のおむつ代は、 主治医が発行し た「 おむつ使用証明書」 があれば医療費控除の対象になり ます。
　 なお、 おむつを利用し ている人が要介護認定を受けていて、 その認定内容が一定の条件に該当すれば、 市が発行し

た「 主治医意見書確認書」 を利用し て申告できます。

※医療費控除の申告に必要な領収証には、 おむつを 使う 人の名前と 大人用のおむつ代であるこ と が明記さ れている必要があり ます。

※詳し く は税務署にお問い合わせく ださ い。
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要介護度 多床室
ユニッ ト 型個室

ユニッ ト 型個室的多床室
従来型個室

介護老人福祉施設（ 特別養護老人ホーム）

介護老人福祉施設

　 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所し て、 日常

生活上の支援や介護が受けら れる施設です。

要介護度 多床室
ユニッ ト 型個室

ユニッ ト 型個室的多床室

サービス費用のめやす（ 1 日につき ）

8 ,5 1 6 円（ 8 5 2 円）

9 ,2 5 8 円（ 9 2 6 円）

9 ,9 7 9 円（ 9 9 8 円）

従来型個室

要介護度 多床室
ユニッ ト 型個室

ユニッ ト 型個室的多床室
従来型個室

7 ,6 4 9 円（ 7 6 5 円）

8 ,3 8 0 円（ 8 3 8 円）

9 ,1 0 1 円（ 9 1 1 円）

7 ,6 4 9 円（ 7 6 5 円）

8 ,3 8 0 円（ 8 3 8 円）

9 ,1 0 1 円（ 9 1 1 円）

※新規入所は原則と し て要介護3 ～5 の人が対象です。

施設サービ ス
　 次の介護保険施設に入所し て利用するサービスです。要支援1・ 2 の人は利用でき ません。

施設を利用し たサービスは、 サービス費用の他に、 食費、 居住費などが利用者負担になり

ます。 く わし く はP2 2 をご覧く ださ い。

要介護 3

要介護 4

要介護 5

8 ,8 8 2 円（ 8 8 9 円）

1 0 ,0 3 2 円（ 1 ,0 0 4 円）

1 2 ,5 2 9 円（ 1 ,2 5 3 円）

1 3 ,5 8 5 円（ 1 ,3 5 9 円）

1 4 ,5 4 6 円（ 1 ,4 5 5 円）

8 ,7 0 4 円（ 8 7 1 円）

9 ,8 5 4 円（ 9 8 6 円）

1 2 ,3 5 1 円（ 1 ,2 3 6 円）

1 3 ,4 0 7 円（ 1 ,3 4 1 円）

1 4 ,3 6 8 円（ 1 ,4 3 7 円）

7 ,5 3 4 円（ 7 5 4 円）

8 ,6 9 4 円（ 8 7 0 円）

1 1 ,1 8 1 円（ 1 ,1 1 9 円）

1 2 ,2 4 7 円（ 1 ,2 2 5 円）

1 3 ,1 9 8 円（ 1 ,3 2 0 円）

介護医療院

介護医療院

　 長期療養のための医療と 日常生活上の介護を 一体的に受けら れる 施設

です。 医療療養病床や介護療養型医療施設の転換施設です。

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

介護老人保健施設（ 老人保健施設）

介護老人保健施設

　 状態が安定し ている 人が在宅復帰を 目指し 、 リ ハビ リ

テーショ ンや介護が受けら れる施設です。

8 ,3 8 0 円（ 8 3 8 円）

8 ,8 6 1 円（ 8 8 7 円）

9 ,5 4 0 円（ 9 5 4 円）

1 0 ,1 1 5 円（ 1 ,0 1 2 円）

1 0 ,6 3 8 円（ 1 ,0 6 4 円）

8 ,2 8 6 円（ 8 2 9 円）

8 ,8 0 9 円（ 8 8 1 円）

9 ,4 8 8 円（ 9 4 9 円）

1 0 ,0 4 2 円（ 1 ,0 0 5 円）

1 0 ,5 7 5 円（ 1 ,0 5 8 円）

7 ,4 9 2 円（ 7 5 0 円）

7 ,9 7 3 円（ 7 9 8 円）

8 ,6 5 2 円（ 8 6 6 円）

9 ,2 2 7 円（ 9 2 3 円）

9 ,7 3 9 円（ 9 7 4 円）

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

• 個室………壁が天井まであり 、 完全に仕切ら れて

いる個室

• ユニッ ト …少数の個室と 、 個室に近接し て設けら

れた共同生活室により 一体的に構成さ

れているも の

●従来型個室…………ユニッ ト を構成し ない個室

●多床室………………ユニッ ト を構成し ない相部屋

●ユニッ ト 型個室……ユニッ ト を構成する個室

●ユニッ ト 型個室的多床室

要介護1 ～5 の人

サービス費用のめやす（ 1 日につき ）

要介護1 ～5 の人

要介護1 ～5 の人
●生活全般の介護が必要な人が利用する施設

●在宅復帰を目指す人が利用する施設

●長期療養と 介護を 一体的に受けら れる施設

■部屋のタ イ プについて

サービス費用のめやす（ 1 日につき ）

…ユニッ ト を 構成し 、 壁

と 天井の間にすき 間が

ある部屋

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

　 高齢者の暮らし を支える施設には、介護保険施設以外にも 、民間が運営するものなどさまざまな施設がありま

す。「 特定施設」の指定を受けている施設では、介護保険の「 特定施設入居者生活介護（ P1 7 、2 5）」を利用できます。

■介護保険施設ではない高齢者施設（ 介護保険の対象外）

有料老人ホーム
　 日常生活に必要な食事や入浴の提供、 洗濯や掃除など

の家事など 、 さ まざ まなサービ スを 提供する 民間の施設

です。 入居やサービ スなど にかかる 費用は、 原則と し て

すべて自己負担ですが、 入居条件や費用面も 含めて、 施

設での生活スタ イ ルやサービ スの質など のバリ エーショ

ンが多いのが特徴です。

ケアハウス（ 軽費老人ホーム）
　 家庭での日常生活に近い環境で、 生活支援サービ スなど

を 受けながら 生活でき る 施設です。 自治体の助成を 受けて

運営さ れるため、 比較的低額な利用料で入居でき ます。

サービス付き 高齢者向け住宅
　 介護と 医療が連携し ながら 、 住み慣れた地域で安心し て

暮ら し ていける サービ スを 提供する バリ アフ リ ー構造の住

宅です。 安否確認と 生活相談サービ スを 提供する こ と が義

務づけら れています。

介護付

住宅型

介護が必要な人が対象で、 介護保険によ る サー

ビ スが受けら れる 「 特定施設」 の指定を 受けて

おり 、 介護スタ ッ フ も 施設に常駐し ています。

介護が必要な人と 、 いまは介護は不要な人の両

方を 対象と し た施設で、 介護が必要な人は、 外

部の事業者から 介護サービスを受けら れます。

※比較的元気な高齢者向けの住宅で、 自力で身の回り の世話が

でき る高齢者が対象です。 独自の入居条件を 設定し て いる 施

設も あり ます。

入 居 対 象

入 居 対 象

原則と し て、 6 0 歳以上の単身者も し く は夫

婦のみの世帯

家庭環境や経済状況などの理由で、 在宅生

活が困難な6 0 歳以上の人

2 12 0
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施設サービスの費用

　 施設サービスを 利用し た場合は、 サービス費用の1割、 2 割、 または3 割のほかに、 食費・ 居住費
等・ 日常生活費が利用者の負担になり ます。 利用者負担は施設と 利用者の間で契約により 決めら れ

ますが、 基準と なる額（ 基準費用額） が定めら れています。

認知症対応型共同生活介護（ グループホーム）

認知症対応型共同生活介護

　 認知症の人が共同生活する住宅で、食事、入浴、

排せつなど の日常生活上の支援や機能訓練など

のサービスが受けら れます。
サービス費用の

めやす

7 ,8 2 7 円（ 7 8 3 円）

7 ,8 6 8 円（ 7 8 7 円）

8 ,2 3 4 円（ 8 2 4 円）

8 ,4 8 5 円（ 8 4 9 円）

8 ,6 5 2 円（ 8 6 6 円）

8 ,8 3 0 円（ 8 8 3 円）

介護予防認知症対応型
共同生活介護

地域密着型サービ ス
　 住み慣れた地域での生活を続けるために、 地域の特性に応じ たサービスが利用でき ます。

原則と し て住んでいる市区町村のサービスのみ利用でき ます。

要介護度

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護

　 定員が1 8 人以下の小規模な通所介護施設で、

日常生活上の支援や機能訓練など のサービ スを

受けら れます。

　 認知症の人を 対象にし た通所介護。 認知症対

応型通所介護事業所など で、 日常生活上の支援

や機能訓練などが受けら れます。

基準費用額 施設における1日あたり の食費・ 居住費等の平均的な費用を勘案し て定める額

■負担限度額〈 1 日あたり 〉

低所得の人は食費と 居住費等が軽減さ れます

地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型
通所介護

※要支援1 の人は利用でき ません。

1 日につき

〈 ユニッ ト 数2 の場合〉

サービス費用の
めやす

9 ,0 8 3 円（  9 09円）

10 ,1 3 8円（ 1 ,0 1 4円）

10 ,4 8 6円（ 1 ,0 4 9円）

11 ,6 2 6円（ 1 ,1 6 3円）

12 ,7 6 5円（ 1 ,2 7 7円）

13 ,9 1 5円（ 1 ,3 9 2円）

15 ,0 5 4円（ 1 ,5 0 6円）

要介護度内 容

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

7 時間以上

8 時間未満

の場合

〈 単独型を 利用する 場合〉

サービス費用の
めやす

7 ,8 6 8円（  7 8 7 円）

9 ,3 0 0円（  9 3 0 円）

10 ,7 8 4円（ 1 ,0 7 9 円）

12 ,2 4 7円（ 1 ,2 2 5 円）

13 ,7 1 0円（ 1 ,3 7 1 円）

要介護度内 容

7 時間以上

8 時間未満

の場合

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

要介護1 ～5 の人

要支援2 の人

要介護1 ～5 の人要介護1 ～5 の人

要支援1 ・ 2 の人

●認知症の人が共同生活し ながら 利用でき るサービス

●日中通所し て、 日常生活上の支援や機能訓練などを 受けら れるサービス

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※共生型サービ ス事業所の指定を 受けた障害福祉サービ ス事業
所でも 介護保険のサービスを利用できます。

〈 送迎を含む〉

〈 送迎を含む〉

●❶●❷のいずれかに該当する場合は、 特定入所者介護サービス費等は支給さ れません。

市民税非課税世帯でも 、 世帯分離し ている配偶者が市民税課税の場合1

2
第1 段階： 単身1 ,0 0 0 万円、 夫婦2 ,0 0 0 万円を超える 場合
第2 段階： 単身　 6 5 0 万円、 夫婦1 ,6 5 0 万円を 超える場合

第3 段階①： 単身5 5 0 万円、 夫婦1 ,5 5 0 万円を超える 場合
第3 段階②： 単身5 0 0 万円、 夫婦1 ,5 0 0 万円を超える 場合

市民税非課税世帯（ 世帯分離し ている配偶者も 非課税）でも 、 預貯金等が

3 0 0 円

3 9 0 円

●本人および世帯全員が市民税非課税で、 　

老齢福祉年金の受給者

●生活保護の受給者

本人およ び世帯全員が市民税非課税で、 課税

年金収入額＋非課税年金収入額＋その他の合

計所得金額（ 特別控除後） が80 万9 千円（ 令

和8年8月から 82万6千5百円） 以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、 課税

年金収入額＋非課税年金収入額＋その他の合

計所得金額（ 特別控除後） が120万円超の人

第
2
段
階

第
1
段
階

3 0 0 円

6 0 0 円

1 ,3 0 0円
【 1 ,3 6 0円】

1 ,3 6 0円
【 1 ,4 2 0円】

1 ,0 0 0円
【 1 ,0 3 0円】

6 5 0 円
【 6 8 0 円】

本人および世帯全員が市民税非課税で、 課税年

金収入額＋非課税年金収入額＋その他の合計所

得金額（ 特別控除後） が8 0 万9 千円（ 令和8 年

8 月から 8 2万6千5百円） 超12 0 万円以下の人

第
3
段
階
①

第
3
段
階
②

ユニット 型
個室

ユニット 型
個室的多床室

従来型
個室

多床室
施設

サービス
短期入所
サービス

食費 居住費等

利用者負担段階

！

※介護老人福祉施設と 短期入所生活介護を利用し た場合は、（ 　 ） 内の金額と なり ます。

※「 合計所得金額（ 特別控除後）」 と は、 前年の収入金額から 必要経費に相当する金額を控除し た額のこ と で、 扶養控除や医療費控
除などの所得控除を する前の金額であり 、 かつ、 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除し た額です。「 その他
の合計所得金額（ 特別控除後）」 と は、 合計所得金額（ 特別控除後） から 、 公的年金等に係る雑所得を控除し た額です。

※税制改正による控除額の変更に伴い所得への影響が生じ ますが、 特定入所者介護サービス費を 判定する際には、 その影響を 遮断し 計算し ます。

※令和8 年8 月から 一部の居住費、 食費が【 　 】 内の金額に変わり ます。 第3段階②の多床室については、 介護老人福祉施設（ 短期
入所生活介護も 含む） と 、「 療養型」「 その他型」 の介護老人保健施設及び「 Ⅱ型」 の介護医療院（ いずれも 8㎡／人以上に限る ） を
利用し た場合（ 短期入所療養介護も 含む） は、★の金額になり ます。

●食　 　 費： 1 ,4 4 5 円（ 令和8 年8 月から 1 ,5 4 5 円）

●居住費等： ユニッ ト 型個室…………………2 ,0 6 6 円　 　 ユニッ ト 型個室的多床室………1 ,7 2 8 円

従来型個室（ 特養等）……………1 ,2 3 1 円　 　 従来型個室（ 老健・ 医療院等）…1 ,7 2 8 円

多床室（ 特養等）………………… 9 1 5 円

多床室（ 老健・ 医療院等）……… 4 3 7 円

多床室（ 老健・ 医療院）は、室料を徴収する場合…6 9 7 円

　 低所得の人の施設利用が困難と なら ないよう に、 申請により 食費と 居住費等の一

定額以上は保険給付さ れます。 所得に応じ た負担限度額までを支払い、 残り の基準

費用額と の差額分は介護保険から 給付さ れます（ 特定入所者介護サービス費等）。

※第2 号被保険者の場合は、 段階にかかわら ず単身1 ,0 0 0万円、 夫婦2 ,0 0 0 万円の基準と なり ます。

8 8 0 円 5 5 0 円 0 円
5 5 0 円

（ 3 8 0 円）

4 3 0 円8 8 0 円 5 5 0 円
5 5 0 円

（ 4 8 0 円）

4 3 0円
【 530 円★】

1 ,3 7 0 円
【 1 ,4 7 0 円】

1 ,3 7 0円
【 1 ,4 7 0円】

4 3 0 円1 ,3 7 0 円1 ,3 7 0 円
1 ,3 7 0 円

（ 8 8 0 円）

1 ,3 7 0円
【 1 ,4 7 0円】
（ 880円）

【（ 980）円】

2 32 2
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地域密着型特定施設
入居者生活介護

夜間対応型訪問介護

　 特定施設（ 指定を 受けた有料老人ホーム、 軽

費老人ホ ーム、 養護老人ホ ームな ど） のう ち、

定員が2 9 人以下の小規模な介護専用型特定施設

に入居する 人が、 入浴、 排せつ、 食事など の介

護やその他の日常生活上の支援、 機能訓練、 療

養上の支援を受けら れます。

　 夜間でも 安心し て在宅生活が送れる よ う 、 定

期巡回や通報システムによ るオペレ ーショ ン セ

ン タ ーサービ ス、 随時訪問によ る 夜間専用の訪

問介護を 受けら れます。

地域密着型特定施設
入居者生活介護

夜間対応型訪問介護

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

　 通いを 中心に、 利用者の選択に応じ て訪問や短期間の宿泊のサービ スを

組み合わせた多機能なサービスが受けら れます。

サービス費用のめやす

3 6 ,3 9 7 円（ 3 ,6 4 0 円）

7 3 ,5 5 4 円（ 7 ,3 5 6 円）

1 1 0 ,3 3 1 円（ 1 1 ,0 3 4 円）

1 6 2 ,1 5 3 円（ 1 6 ,2 1 6 円）

2 3 5 ,8 8 7 円（ 2 3 ,5 8 9 円）

2 6 0 ,3 4 2 円（ 2 6 ,0 3 5 円）

2 8 7 ,0 5 4 円（ 2 8 ,7 0 6 円）

介護予防小規模多機能型居宅介護

要介護度

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

1 か月につき

サービス費用のめやす

1 0 ,5 8 2 円／月（ 1 ,0 5 9 円／月）

3 ,9 8 0 円／回  （  3 9 8 円／回）

6 ,0 6 6 円／回  （  6 0 7 円／回）

内 容

定期巡回サービス費

随時訪問サービス費

サービス費用の
めやす

5 ,7 0 5 円（ 5 7 1 円）

6 ,4 1 6 円（ 6 4 2 円）

7 ,1 5 8 円（ 7 1 6 円）

7 ,8 3 7 円（ 7 8 4 円）

8 ,5 6 9 円（ 8 5 7 円）

要介護度

1 日

につき

〈 オペレ ーショ ン セン タ ーを 設置し ている 場合〉

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型
居宅介護

　 定員が2 9 人以下の小規模な介護老人福祉施設(特

別養護老人ホーム)に入所する 人が、 日常生活上の

支援や機能訓練などのサービスを受けら れます。

　 小規模多機能型居宅介護と 訪問看護を 組み合

わせた サービ ス で す。 介護と 医療そ れぞれの

サービ スが必要な人がサービ スを 受けら れます。

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

看護小規模多機能型
居宅介護

サービス費用の
めやす

8 ,6 5 2 円（ 　 8 66円）

9 ,4 1 5 円（ 　 9 42円）

1 0 ,1 4 6円（ 1 ,0 1 5円）

要介護度

1 日

につき

〈 ユニッ ト 型個室を利用する場合〉

要介護 3

要介護 4

要介護 5

※新規入所は原則と し て要介護3 ～5 の人が対象です。

サービス費用の
めやす

1 3 1 ,3 1 5 円（ 1 3 ,1 3 2 円）

1 8 3 ,7 2 8 円（ 1 8 ,3 7 3 円）

2 5 8 ,2 7 4 円（ 2 5 ,8 2 8 円）

2 9 2 ,9 3 1 円（ 2 9 ,2 9 4 円）

3 3 1 ,3 5 4 円（ 3 3 ,1 3 6 円）

要介護度

1 か月

につき

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

要介護1 ～5 の人

要介護1 ～5 の人 要介護1 ～5 の人

要介護1 ～5 の人 要介護1 ～5 の人

定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

サービス費用のめやす
（ 訪問看護を利用し ない場合）

5 8 ,2 7 2 円（ 5 ,8 2 8 円）

1 0 4 ,0 0 4 円（ 1 0 ,4 0 1 円）

1 7 2 ,6 9 8 円（ 1 7 ,2 7 0 円）

2 1 8 ,4 6 1 円（ 2 1 ,8 4 7 円）

2 6 4 ,2 0 4 円（ 2 6 ,4 2 1 円）

サービス費用のめやす
（ 訪問看護を利用する場合）

8 5 ,0 2 2 円（ 8 ,5 0 3 円）

1 3 2 ,8 1 9 円（ 1 3 ,2 8 2 円）

2 0 2 ,7 4 3 円（ 2 0 ,2 7 5 円）

2 4 9 ,9 3 0 円（ 2 4 ,9 9 3 円）

3 0 2 ,7 8 8 円（ 3 0 ,2 7 9 円）

要介護度

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

1 か月

につき

〈 一体型（ 訪問介護・ 訪問看護を 同じ 事業者で一体的に提供） を 利用する 場合〉

要介護1 ～5 の人
要支援1 ・ 2 の人

●通所、 訪問、 短期宿泊を 組み合わせた多機能なサービス ●24時間対応の訪問介護と 訪問看護のサービス

●小規模な介護専用型特定施設でのサービ ス ●夜間の訪問介護サービス

●小規模な介護老人福祉施設 ●複合型のサービス

定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

　 訪問介護と 訪問看護が連携を 取っ て、 1 日に複数回の「 短時間の定期訪問」 と 、 通報など によ る

｢随時の対応」 を 2 4 時間対応で行う サービスを受けら れます。

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担
※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担
※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担 ※（ 　 　 ） 内は1 割の場合の利用者負担

※令和8 年4 月1 日現在で東大阪市に該当する 施設はあり ま

せん。

※令和8 年4 月1 日現在で東大阪市
に該当する施設はあり ません。

基本夜間対応型
訪問介護費
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利用でき る サービ ス

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

●介護予防・ 生活支援サービス事業

●一般介護予防事業
●東大阪市版介護予防体操「 楽ら く ト ラ イ 体操」「 元気に筋肉を き たえる 体操（ げんき ん

体操）」 のD VD 配付及び市公式Yo uTub eでの動画配信を行っ ています。

●地域包括支援センタ ーや保健センタ ー等では、 介護予防教室などの様々な取組みを行っ

ていますので、 お問合せく ださ い。

通所型サービス

　 ホームヘルパーが自宅を訪問し 、

身体介護を 含む日常生活上の支援

を行います。

【 自己負担額】（ 1 か月のめやす）※

週1 回程度の利用…………… 1 ,2 5 8 円

週2 回程度の利用…………… 2 ,5 1 3 円

週2 回程度を超える利用…… 3 ,9 8 7 円

【 対象者】（ こ んな方が適し ています）

●専門的配慮を も っ て行う 調理が必

要な方

●常時介護でき る 状態で行う 見守り

が必要な方

　 利用者の自立し た生活を 援助す

る ために、 事業者（ 市が実施する

介護の研修の受講者等） が自宅を

訪問し 、 利用者と 一緒に掃除や洗

濯などを行います。

【 自己負担額】（ めやす）※

1 回………………………………23 0円

（ 月4回利用し た場合…………92 0円）

（ 月8回利用し た場合………1 ,8 40円）

【 対象者】

●単なる 見守り 声かけだけで一緒に

掃除や洗濯ができ る 方

　 市民ボラ ンティ ア等による定期的

な声かけや見守り 、玄関先でのちょ っ

と し た生活支援（ ご み出し など） を

行います。

【 自己負担額】（ 定額制）

1 回2 5 円（ 月8 回まで）

【 対象者】

●ち ょ っ と し た
困り ご と の助
け合いで 自立
し た 生活が維
持・ 改善さ れ
る 方

訪問型サービス

●要支援1 ・ 2 の人

●介護予防・ 生活支援サービス事業対象者
（ 基本チェ ッ ク リ スト を受けて生活機能の低下がみら れた人）

※4 0 ～6 4 歳の人は、 基本チェ ッ ク リ スト

の判定によ る 介護予防・ 生活支援サー

ビ ス事業の利用はでき ないため、 要介

護認定の申請をし てく ださ い。

※介護予防・ 生活支援サービ ス事業対象

者になっ た後でも 、 いつでも 要介護認

定の申請をするこ と ができ ます。

※一般介護予防事業のみを 利用し たい場合は、

基本チェ ッ ク リ スト を 受ける 必要はあり ま

せん。

●6 5 歳以上のすべての方が利用

　 できます

一般介護予防事業を利用でき るのは…

介護予防・ 生活支援サービス事業を 利用でき るのは…

介護予防サービス 生活援助サービス 助け合いサービス

　 通所介護施設（ デイ サービ スセ

ン タ ー） で、 食事や入浴な ど 日常

生活上の支援や運動器の機能向上、

栄養改善、 口腔機能向上のための

支援を行います。

【 自己負担額】（ 1 か月のめやす）※

要支援1 相当の方……………1 ,8 7 8 円

要支援2 相当の方…………… 1 ,8 7 8 円
（ 週1 回程度の利用）

要支援2 相当の方…………… 3 ,7 8 3 円
（ 週2 回程度を超える利用）

【 対象者】

●身体介護を 必要と する 方

●入浴や食事の提供が必要な方

　 通所介護施設（ デイ サービ ス セ

ン タ ー） な ど で、 生活機能向上の

ための簡単な運動を行います。

【 自己負担額】（ 1 か月のめやす）※

　 地域の通いの場などで、 地域のボ

ラ ンティ ア等と 一緒に生活機能の向

上のための簡単な運動やレク リ エー

ショ ンを受けるこ と ができます。

【 自己負担額】（ 定額制）

1 回1 0 0 円（ 月8 回まで）

【 対象者】

●地域の方と の交流を 通し て、 自立

し た生活を 維持し 、 改善が見込ま

れる 方

介護予防サービス 短時間サービス つどいサービス

※自己負担額（ めやす） は1 割負担の場合です。 なお、 事業所の体制などによっ て費用が加算さ れる 場合があり ます。

要支援1 相当の方…送迎あり 1 ,5 0 2 円

要支援1 相当の方…送迎なし 1 ,1 0 9 円

要支援2 相当の方…送迎あり 1 ,5 0 2 円
（ 週1回程度の利用）

要支援2 相当の方…送迎なし 1 ,1 0 9 円
（ 週1回程度の利用）

要支援2 相当の方…送迎あり 3 ,0 2 7 円
（ 週2回程度を超える利用）

要支援2 相当の方…送迎なし 2 ,2 4 1 円
（ 週2回程度を超える利用）

【 対象者】

●サービ スと し ては運動を中心と し て、

入浴や食事の提供が必要ない方

　 介護が必要と なら ないよ う にする ためには、 早いう ち から 介護予防に取り 組むこ

と が大切です。 介護予防・ 日常生活支援総合事業は、 6 5 歳以上のすべての人を 対象

と し た、 東大阪市が行う 介護予防のサービ スです。 利用者の心身の状態など に合わ

せて「 介護予防・ 生活支援サービス事業」 と「 一般介護予防事業」 に分かれています。

介護予防・
日常生活支援総合事業

利用でき る人

利用でき るサービス
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利用でき る サービ ス 地域包括ケ ア シ ス テ ム

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

住み慣れた地域で安心し て

暮らし 続けら れるよう に

　 住み慣れた 地域で 生活する た めに、

自分で さ ま ざ ま な サービ ス を 利用し 、
問題を 自力で解決するこ と です。

自
助

　 介護保険や医療保険など の社会保険
によるサービスのこ と です。

共
助

　 地域住民やボラ ン テ ィ ア、 家族や知

り 合いなど が、 自発的にお互いが助け
合う こ と です。

互
助

　 税金を も と にし た生活保護や権利擁

護など、 市区町村が行う 社会福祉サー
ビスのこ と です。

公
助

　 地域包括ケアシステ ムでは、 市区町村など から の公的なサービ スや

支援の「 共助」 と「 公助」 だけではなく 、 自力で問題を解決する「 自助」

や住民が互いに助け合う 「 互助」 による支えがと ても 大切です。4 つの「 助」

　 訪問介護や通所介護、 短

期入所生活介護な ど のほ

か、 地域密着型サービ スの

整備を強化し ます。

　 心身や経済的な 理由、 家

族関係の変化な ど に対応し

て 、 生活支援サービ ス を 提

供し ます。

　 介護予防教室や老人ク ラ

ブ 、 地域のボラ ン テ ィ ア 活

動な ど を 通じ て 、 介護予防

を推進し ます。

　 地域のかかり つけ医を 中心と し た2 4

時間体制の在宅医療、 訪問看護などの環

境を 整備し 、 介護や福祉分野と の連携も

充実さ せていきます。

介  護

生活支援

住まい
医  療

介護予防

地域包括ケア

システムの
調整

相談 支援

　 地域包括ケアシステ ムは、 高齢者が住み慣れた地域で自分ら し い暮ら し を 続けて

いく こ と ができ る よ う に、 住まい・ 医療・ 介護・ 予防・ 生活支援を 一体的に提供す

る し く みです。 必要なサービ スを 切れ目なく 提供し 、 地域に住む高齢者の生活を 支

えます。 おおむね3 0 分以内にサービスが提供でき る日常生活圏を想定し ています。

　 自宅のバリ アフリ ー化やサー

ビ ス付き 高齢者向け住宅など、

ニーズに合わせて生活の基盤を

整備します。

地域包括ケアシステムに必要な

　 市区町村と 協力し ながら 、 地域の高齢者が抱えるさ まざまな問題などを見つけて整理し 、 医療機関、 サー

ビス事業者、 地域住民や自治会などと 連携し て支援する地域包括ケアシステムの調整役です。

地域包括支援センタ ー

●判断能力が不十分な人の権利を守るために

｢成年後見制度｣と
｢日常生活自立支援事業｣

ご存じ

ですか？

 「 成年後見制度」 は判断能力の不十分な人が要介護認定の申請、 ケアプラ ンの作成依頼、

契約の締結などの法律行為を 行う 必要がある と き にその人の立場に立っ て権利と 財産を

守り 、 支援を する 制度です。 各人の判断能力の差や必要性に応じ て後見人等が選任さ れ

対応し ます。 また、 判断能力が衰えたと き に、 どのよ う な支援を 受ける かを あら かじ め

決めておける「 任意後見制度」 も あり ます。

　 ※地域包括支援センタ ーでも 手続き の相談に応じ ます。

　 ※手続き の窓口は家庭裁判所になり ます。

　 ※申し 立てる人がいないと きは市長が申し 立てるこ と ができます。

 「 日常生活自立支援事業」 は介護・ 福祉サービスの選択・ 契約手続き や利用料の支払い

の手伝い、 日常生活に必要な金銭管理などを お手伝いする 社会福祉制度です。 こ の事業

では住みなれた地域で安心し て暮ら し つづけていく ために、 利用者の立場に立っ た相談

援助活動や代行・ 代理をし ています。

　 ※日常生活自立支援事業の相談窓口： 東大阪市社会福祉協議会日常生活自立支援センタ ー

TEL： 0 6 -4 3 0 9 -7 5 7 2

●介護予防ケアプラ ン を 作り たい

●要介護認定の申請を頼みたい

●身体の機能に不安がある

●今の健康を維持し たい

介護や
健康のこ と

介護や
健康のこ と

さ まざまな
相談ごと

さ まざまな
相談ごと

●近所の一人暮ら し の
　 高齢者が心配

自立し て
生活でき る よ う

支援し ます

自立し て
生活でき る よ う

支援し ます

権利を
守る こ と

権利を
守る こ と

●悪質な訪問販売の被害にあっ た

●財産管理に自信がなく なっ た
　 と き は？

●虐待にあっ ている人がいる

　 ●虐待をし てし まう

一人で抱えこ んでいませんか？

悩み 疑問 相談ごと

など

など

など

など

保健師等

主任ケアマネジャ ー

社会福祉士

地域包括支援センタ ー地域包括支援センタ ー

地域包括支援セン タ ーでは、 主任ケア マネジャ ー、 社会

福祉士、 保健師など が中心と な っ て、 高齢者の支援を 行

います。 3 人はそれぞれ専門分野を持っ ていますが、 専門

分野の仕事だけ行う のではなく 、 互いに連携を と り な が

ら 「 チーム」 と し て総合的に高齢者を支えます。

●要支援1 ・ 2 と 認定さ れた
人や、 介護予防・ 生活支援
サービス事業対象者が住み
慣れた地域で自立し て生活
でき るよう 支援し ます。
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介護予防に取り 組みまし ょ う

介
護
予
防
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う

①1 日1 回は外出するこ と が大切

外出の機会を増やそう

高齢期に陥り やすい悪循環

健康長寿のための

健康づく り のポイント

筋力・ 体力

判断力

認知機能

の低下

食欲

栄養状態

社会活動

の低下

外出の機会

身体活動量
の低下 衰弱の

悪循環の例

　 高齢になる につれ、 外に出かける 機

会が減っ たり 、 人と 接する 機会が減り

がち です。 また一方で、 食欲が衰えた

り 、 筋力・ 体力が低下し たり し がち で

す。 そのよ う な不活発な生活が図のよ

う に心身の機能、 なかでも 日常生活を

送る ための大切な機能（ 生活機能） の

衰えの悪循環を 招く おそれがあり ます。

　 高齢期の健康づく り は、 こ の悪循環

の予防・ 改善が重要になり ます。

健康づく り のための「 3 つの柱」

　 高齢期の健康づく り 3つの柱は、「 運動（ 体力）」「 食生活（ 栄養）」「 社会参加（ 外出）」 です。

とく に大切なのが、「 社会参加」 です。外に出て積極的に活動すること で、心身の機能を高め

る機会が自然と 増えます。口腔ケア、認知症予防なども あわせて実践し 、いつまでも 元気な

毎日を送り ましょ う 。

こ う く う

※東大阪市では健康づく り (介護予防)のための様々な取り 組みを行っ ています。 詳し く はP2 6 をご覧く ださ い。

低栄養を防ぐためのポイント

　 高齢期には、たんぱく 質やエネルギー量が不足し が

ちですが、それが筋肉量の減少、心身機能の衰えにつな

がります。

　 ごはん、パン、めん類などの主食と 、肉、魚、大豆食品、

卵などのたんぱく 質を多く 含む主菜をしっかりとること

で、筋肉や内臓の機能を維持すること ができます。

主食と 主菜をしっかりとる

　 自然と バラ ンスよく 栄養がと

れるので、できれば1 日2 食は「 一

汁三菜」になる よ う に工夫し ま

しょう 。

主食・ 主菜・ 副菜のそろった食事を

食欲がないときは食べたい
も のだけでも 食べる

エネルギー源
ごはん、パン、めん類など

たんぱく 源
肉、魚、大豆食品、卵など

主　 食 主　 菜

　 できるだけおかずを

中心に食べること で栄

養をとりましょう 。

　 高齢期の衰弱を 招く 原因の1 つに「 閉じ こ も り 」 があり ます。 外出

の機会が減ると 、 心身の機能が低下し て生活機能の衰えの悪循環に陥

り やすく なり ます。

　 「 外出する こ と 」 で日常生活での活動が自然と 高まり 、 生活機能の

維持につながり ますので、 1日に1回は外出をするよう にし まし ょ う 。

　 目的は何でも かまいません。「 外出」 し て、 歩いたり 、 誰かと 話し たり するこ と が、 心身機能

の向上につながり ます。

　 地域には、 様々な趣味の集まり やボラ ンティ ア活動があり ます。 興味のある活動が見つかる

かも し れません。 お住まいの地域担当の地域包括支援セン タ ー（ P3 2）にお問い合わせく ださ い。

②買い物、 通院、 散歩も「 社会参加」

③「 地域活動」 にも 参加し てみませんか

社会参加

●毎日の食事を大切にし て「 低栄養」を 予防

し っ かり と 栄養をと ろ う

　 食欲が落ち やすく 、 ち ょ っ と し たこ と で体調を 崩し やすい高齢期こ そ、 栄養を し っ かり と る

こ と が大切です。 低栄養状態の予防のために、 「 たんぱく 質」 と 「 エネルギー」 になる 食品を

意識し てと り まし ょ う 。

食生活

●筋力維持のためによく 動き まし ょ う

筋力を維持・ 向上し よう

　 高齢期では、 筋力を 維持し 、 よ く 動く から だを 守る ために、 ウオーキン グなどに加え、 筋ト

レ （ 筋力ト レ ーニン グ） も 重要です。 自分にあっ たペースで、 ほんの少し の時間でも いいので、

運動を習慣にし まし ょ う 。

運動

社会参加

食生活

運動
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高
齢
者
の
相
談
窓
口
な
ど

高齢者の相談窓口など

介護（ 介護予防） サービスに関する
苦情のお問い合わせ先

●施設サービス・ グループホーム・ 地域密着型特別養護老人ホームについて
特定施設入居者生活介護・ 特別養護老人ホーム併設等の短期入所について

法人・ 高齢者施設課　 TEL 0 6 -4 3 0 9 -3 3 1 5 　 FAX 0 6 -4 3 0 9 -3 8 4 8

●居宅サービス（ 上記以外）・ 地域密着型サービス（ 上記以外）について

介護事業者課　 TEL 0 6 -4 3 0 9 -3 3 1 7 　 FAX 0 6 -4 3 0 9 -3 8 4 8

市の窓口

●介護保険上の指定サービスの内容に関する苦情相談および苦情申立について
( ※大阪府にある事業所についてのみ対応）

大阪府国民健康保険団体連合会　 TEL 0 6 -6 9 4 9 -5 4 1 8

公的団体の窓口

●福祉サービスに関する苦情について

大阪府社会福祉協議会運営適正化委員会( 福祉サービス苦情解決委員会)

TEL 0 6 -6 1 9 1 -3 1 3 0 　 FAX 0 6 -6 1 9 1 -5 6 6 0

その他の窓口

その他のサービス等

●街かどデイ ハウス
　 介護保険サービ スを 利用し ていない高齢者に、

地域の身近な施設を 活用し て、 住民参加によ る

日帰り 援助サービスを提供し ます。

●緊急通報装置レ ンタ ル事業
　 一人暮ら し 高齢者などが急病などの緊急時に相

談センタ ーに通報でき る緊急通報装置を貸与し ま

す。（ 協力員が原則2 名必要です。 困難な場合は

15 分以内に駆け付けら れる方1名のみでも かまい

ません。）

●家族介護慰労金支給事業
　 低所得世帯であっ て、 重度の介護を 要する 高

齢者を 介護保険サービ スを 利用せずに家庭で介

護し ている 家族に対し 、 慰労金（ 年間1 0 万円)

を支給し ます。

●特別障害者手当の支給
　 身体又は精神に著し く 重度で永続する障害（ 知

的障害含む）がある ため、日常生活において常時

特別の介護を 要する 在宅の2 0 歳以上の方で一定

の要件を満たす方が受給でき ます。   

●介護用品（ 紙おむつ） 支給事業
　 要介護度4 ・ 5 及び要介護度3 で認定調査票か

ら 紙おむつが必要と 認めら れる 高齢者を 在宅で

介護さ れている 方で一定の要件を 満たし た方に、

紙おむつを支給し ます。

●訪問理美容サービス事業
　 要介護度3 ～5 の高齢者で理美容店に行く こ と

が困難な方に理美容師が訪問し て理美容サービ

スを提供し ます。（ 理美容代は利用者負担です）

●日常生活用具の給付
　 一人暮ら し の高齢者など に電磁調理器を 給付

し ます。（ 所得に応じ て、 自己負担が発生する場

合があり ます）

●障害者控除対象者認定書交付
　 障害者手帳を 持っ ていなく ても 、 要介護認定

を 受けている 高齢者ま たは寝たき り の高齢者で

「 障害者に準ずる も の」 と 認めら れた場合、 確

定申告等において、 本人ま たはその扶養者が障

害者控除を受けら れるこ と があり ます。

◆各サービ スには、 対象者の要件や利用料が必要な

も のがあり ます。 詳し く は、 各福祉事務所高齢・
障害福祉係にお問い合わせく ださ い。

地域包括支援センタ ー

施　 設　 名 所　 在　 地
電話番号
FAX番号

日常生活圏域
（ 中学校区）

小学校区

※く すは縄手南校と 池島学園は義務教育学校です。

孔舎衙

石切

枚岡

縄手北

縄手

 

 

盾津東

若江

意岐部

楠根 

新喜多

花園

英田

玉川

盾津

小阪

布施

上小阪

地域包括支援センタ ー
ビオスの丘

地域包括支援センタ ー
布市福寿苑

地域包括支援センタ ー
千寿園

地域包括支援センタ ー
福寿苑

地域包括支援センタ ー
四条

地域包括支援センタ ー
なるかわ苑

〒5 7 9 -8 0 1 4
東大阪市中石切町3-5-1 2-10 1

〒5 7 9 -8 0 2 4
東大阪市南荘町1 3 -3 8

〒5 7 9 -8 0 4 1
東大阪市喜里川町2 -1 8

〒5 7 9 -8 0 5 1
東大阪市瓢箪山町6 -1 7 -1 0 1

〒5 7 9 -8 0 6 2  
東大阪市上六万寺町1 3 -4 0

地域包括支援センタ ー
池島

地域包括支援センタ ー
みのわの里

地域包括支援センタ ー
春光園

地域包括支援センタ ー
アーバンケア島之内

基幹型地域包括支援センタ ー
東大阪市社会福祉協議会角田

地域包括支援センタ ー
向日葵

地域包括支援センタ ー
アンパス東大阪

〒5 7 9 -8 0 6 4  
東大阪市池島町3 -3 -4 5

072-987-8012
072-987-8014

072-983-7725
072-983-7701

072-985-8884
072-985-8885

072-940-7568
072-940-7578

072-986-3682
072-988-0134

072-929-8267
072-929-8278

〒5 7 8 -0 9 1 5
東大阪市古箕輪1 -3 -2 8

〒5 7 8 -0 9 5 4  
東大阪市横枕8 -3 4

〒5 7 8 -0 9 8 2
東大阪市吉田本町1 -1 0 -1 3

〒5 7 8 -0 9 1 2
東大阪市角田2 -3 -8

072-964-1011
072-964-3060

072-960-8666
072-961-2050

072-960-6072
072-960-6080

072-963-6663
072-963-2020

〒5 7 8 -0 9 3 2
東大阪市玉串町東1 -1 0 -2 0

〒5 7 8 -0 9 4 3
東大阪市若江南町3 -7 -7

地域包括支援センタ ー
サンホーム

地域包括支援センタ ー
アーバンケア稲田

地域包括支援センタ ー
アーバンケア新喜多

地域包括支援センタ ー
レーベンズポルト

地域包括支援センタ ー
ヴェ ルディ 八戸ノ 里

地域包括支援センタ ー
たちばなの里

地域包括支援センタ ー
イ ースタ ンビラ

地域包括支援センタ ー
上小阪

〒5 7 9 -8 0 0 3
東大阪市日下町4 -1 -4 2

孔舎衙
孔舎衙東

072-986-0211
072-980-7759

地域包括支援センタ ー
く つろぎ

〒5 7 7 -0 0 3 4
東大阪市御厨南3 -1 -1 8

〒5 7 7 -0 0 0 4
東大阪市稲田新町1 -1 0 -1

〒5 7 7 -0 0 4 6  
東大阪市西堤本通西1 -2 -1 8

〒5 7 7 -0 0 5 4
東大阪市高井田元町1 -1 9 -2 4

072-966-2018
072-966-5015

06-4307-0165
06-4307-0444

06-7670-3700
06-6787-3885

06-6748-8009
06-6748-8010

06-6784-0001
06-6784-7771

06-6782-1313
06-6782-1314

〒5 7 7 -0 8 0 3  
東大阪市下小阪4 -7 -3 6

〒5 7 7 -0 8 4 6  
東大阪市岸田堂北町6 -1

〒5 7 7 -0 8 3 4  
東大阪市柏田本町7 -8

〒5 7 7 -0 8 1 3
東大阪市新上小阪1 1 -2

〒5 7 7 -0 8 1 7
東大阪市近江堂2 -1 0 -4 1

06-6727-0213
06-7638-1024

06-6224-5112
06-6724-8232

06-6728-3099
06-6728-3092

06-6726-3040
06-6730-7168

06-6730-7715
06-6730-7716

石切
石切東

枚岡東
枚岡西

縄手北
縄手東

縄手
上四条

北宮
加納

成和
弥栄

鴻池東

英田北
英田南

玉川
岩田西

花園
玉串

花園北

玉美
若江

意岐部
意岐部東

楠根
楠根東

西堤
藤戸

森河内
高井田西

長堂
高井田東

荒川
布施

小阪
八戸の里

八戸の里東

長瀬西
柏田

長瀬南
大蓮

桜橋
上小阪

長瀬北
長瀬東

弥刀
弥刀東

高井田

長栄

柏田

長瀬

金岡

弥刀

※く すは縄手南校
（ 旧 縄手南中・ 小）

※池島学園
（ 旧 池島中・ 小）

お住まいの地域によっ て担当する 地域包括支援セン タ ーが決めら れています。 詳し く は地域包括ケア推進課までお問い合わ
せいただく か地域包括ケア推進課ウェ ブサイ ト をご覧く ださ い。
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